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「自動運航船の遠隔操船者の能力要件に関する検討」

遠隔操船者の能力要件・育成カリキュラム案

独立行政法人海技教育機構
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まとめ１－１
遠隔オペレータに求められる能力要件等（レベル１）

陸員

レベル

遠隔オペレータに求められる能力（船員能力との差分）

認知に関する能力 判断に関する能力 操作実行に関する能力

共通 ・安全上の許容範囲内の遅延を加味して適切に認知・判断・操作実行できる能力 （※未来像として法令等で安全基準として定

められると想定している許容可能な遅延時間を超える場合は、遠隔監視・操船のODDを当然に外れていることに注意）

レベル1

（監視・操
船補助）

【１隻監視】

①陸上ディスプレー上に表示された気象海象情報を読み取って、
頭の中で本船が受ける風・潮流・波浪等の影響を認識する能
力

②陸上ディスプレー上に表示された他船・障害物・陸地などの平
面上のプロットを読み取って、頭の中で本船のブリッジからの
立体的な視界イメージを認識する能力

③陸上ディスプレー上に表示された他船の速力を読み取って、
頭の中で本船のブリッジからの立体的な視界イメージで他船
の接近や横切りを認識する能力

④陸上ディスプレー上に表示された①〜③の情報の異常を、平
常時の表示を踏まえて認識できる能力

①遠隔環境特有の通信シ
ステム影響による表示欠
落やフリーズ等の異常を
判断できる能力

②衝突・座礁のリスクを判
断できる能力

（部員相当）

①本船の船員と通信し
て、受信データの真
偽を確認できる能力

②緊急時に指示を受
けて操舵できる能力

【複数隻監視】

⑤複数隻の状況を適切に理解する能力

③プライオリティ付けする

能力

③複数隻監視のODD
を超えた場合に別
の陸員に適切に引
き継ぐ能力

カリ
キュラ
ム

・本船の自動運航システムの学習（ConOps等は船ごとの設定ため、当該船舶所有者が開講する教育を受講）

・陸上の遠隔監視機器、通信についての学習、操作習熟のためのROCシミュレータでの演習

・認知・判断の能力を養成するためのROCシミュレータでの演習
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まとめ１－２
遠隔オペレータに求められる能力要件等（レベル２）

陸員

レベル

遠隔オペレータに求められる能力（船員能力との差分）

認知に関する能力 判断に関する能力 操作実行に関する能力

共通 ・安全上の許容範囲内の遅延を加味して適切に認知・判断・操作実行できる能力 （※未来像として法令等で安全基準として定

められると想定している許容可能な遅延時間を超える場合は、遠隔監視・操船のODDを当然に外れていることに注意）

レベル2
（ステータス低
下後からブリッ
ジ2人となるま
での間の）

操船判断・
避航操船

【１隻監視】

①自身で入手した情報に加え、船員およびレベル1からの具体
的な報告内容を統合して、海上の本船および周囲の状況を認
識する能力

【複数隻監視】

②複数隻の状況を適切に理解する能力

①遠隔環境における状況
認識の困難さを前提に、避
航操船を早期に衝突・座
礁のリスクを判断できる能
力（航海士相当）

①遠隔環境における
状況認識の困難さを
前提に、避航操船を早
期に適切に実行できる
能力

カリ
キュラ
ム

• レベル１の操作技能訓練の延長としてではなく、船上での責任ある職位程度の乗船経験を有する者を対象に、遠
隔からの意思決定における質やタイミングといった、船上とは異なる状況特性に焦点を当てた討議形式の教育

• 遠隔からの避航操船の習熟と討議式の教育を組み合わせたROCシミュレータでの演習
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まとめ２－１
遠隔オペレータの技能・訓練の要件化案（レベル１）

遠隔オペレータ能力要件(案）
＊前提条件：レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習、電子海図情報表示装置講習（ECDIS講習）の有資格者であって、

監視する自動運航船において航行区域及びトン数に応じて当直航海士を担当することができる海技士資格を有する者、
あるいは監視する船舶の航行区域及びトン数の船舶において航海当直を担当した経験を有する者であって甲板部航海当直部員の認定を受けた者

機能：レベル１の資格証明のための最小限の要件
第１欄 第2欄 第3欄
能力 KUP（知識・理解・技能） 能力を実証する方法

制御監視対象船の航海の計画・航
行及び船位の決定の能力

航海の計画・航行及び船位の決定
「航海の計画・航行及び船位の決定の能力（STCW TableA-Ⅱ/1）」を有すること

制御監視対象船の航海計画
制御監視対象船の航海計画を理解できる

制御監視対象船の要目及び航行情報
次の要目及び航海情報を把握できる
.1 船名、船の全長、幅、喫水などの要目
.2 位置・針路・速力・回頭角速度などの航海情報

制御監視対象船の気象海象の情報
制御監視対象船の気象海象の情報を確認できる

試験並びに承認されたシミュレータ訓練から得られた証拠による評価

巡回監視
[避航操船の判断]

避航操船の判断ができる
・衝突・座礁等を避けるための操船についての判断、実行ができる。
・海上交通3法を理解している。
・避航効果を確認できる。

承認されたシミュレータ訓練による試験と評価

航海情報の統合による空間認知

・異なる遅延時間の航海計器情報のデータ融合ができる。
・デジタル情報から現実空間を理解できる。
・中期計画と短期計画の境目の理解
・経済性と安全性のトレードオフ
に基づく空間・情況の切り分けや理解ができる能力

承認されたシミュレータ訓練または実技による試験と評価

チームワーク
・標準用語を理解、使用できる。
・陸上遠隔局内でのチーム行動を適切に行える。
・行動意図が理解できる。
・行動意図を伝えることができる。

承認されたシミュレータ訓練または実技による試験と評価

＊全19項目からの抜粋



5

まとめ２－２
遠隔オペレータの技能・訓練の要件化案（レベル２）

遠隔オペレータ能力要件(案）
＊前提条件：レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習、電子海図情報表示装置講習（ECDIS講習）の有資格者であって、

制御/監視する自動運航船において航行区域及びトン数に応じて当直航海士を担当することができる海技士資格、
または、これと同等の能力が認められるレベル１の有資格者

機能：レベル2の資格証明のための最小限の要件
第１欄 第2欄 第3欄
能力 KUP（知識・理解・技能） 能力を実証する方法

制御監視対象船の操縦性能 制御監視対象船の操船
制御監視対象船の操船特性を加味して、ROCから変針、保針、増減速できる

試験並びに承認されたシミュレータ訓練から得られた証拠による評価及び
次の一以上から得られた証拠による評価
.１ 承認された海上履歴
.２ 承認された遠隔オペレータ履歴

制御監視対象船の安全な航海当直
の維持の能力

制御監視対象船の操船
制御監視対象船が自動運航システムによる制御中であり、かつ安全な航海当直が維持
できていないことが認められる場合に、ROCから操船できる

試験並びに承認されたシミュレータ訓練から得られた証拠による評価及び
次の一以上から得られた証拠による評価
.１ 承認された海上履歴
.２ 承認された遠隔オペレータ履歴

安全な航海維持のためのレーダおよ
びARPA情報の使用に関する能力

制御監視対象船のレーダおよびARPA情報
次の制御監視対象船のレーダおよびARPA情報に関することができる
.1 制御監視対象船の周囲対象物の情報（制御監視対象船との位置関係やCPA等
を含む）の理解

試験並びに承認されたシミュレータ訓練から得られた証拠による評価及び
次の一以上から得られた証拠による評価
.１ 承認された海上履歴
.２ 承認された遠隔オペレータ履歴

安全な航海維持のためのECDISの
使用に関する能力

制御監視対象船のECDIS情報
次の制御監視対象船のECDIS情報に関することができる
.1 制御監視対象船がある周辺海域の海図情報（航路標識、水深、険悪物等を含
む）の理解

試験並びに承認されたシミュレータ訓練から得られた証拠による評価及び
次の一以上から得られた証拠による評価
.１ 承認された海上履歴
.２ 承認された遠隔オペレータ履歴

安全な航海維持のためのアラートマネ
ジメントシステム（AMS）情報
（BNWASを含む）の使用に関する
能力

制御監視対象船のAMS
制御監視対象船上にあるAMSと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作で
きる

制御監視対象船のアラート
その装置から制御監視対象船上のアラート（Alert/Warning/Caution）を確認でき
る

試験並びに承認されたシミュレータ訓練から得られた証拠による評価及び
次の一以上から得られた証拠による評価
.１ 承認された海上履歴
.２ 承認された遠隔オペレータ履歴

巡回監視
[避航操船の操作実行]

避航操船の操作実行ができる
・衝突・座礁等を避けるための操船についての判断、実行ができる。
・海上交通3法を理解している。
・避航効果を確認できる。

承認されたシミュレータ訓練による試験と評価

＊全６項目
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まとめ３
無人運航船の遠隔技能等の安全ガイドライン案の策定

＊全9頁からの抜粋
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